
特
定
資
産
の
定
義
や
関
連
す
る
業
規
制
、

税
制
の
整
備
も
視
野
に

機
運
高
ま
る
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
実
現
へ
の

動
向
と
国
内
規
制
の
論
点

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・

外
国
法
共
同
事
業

　
パ
ー
ト
ナ
ー
弁
護
士

芝
章
浩

２
０
２
４
年
１
月
に
米
国
で
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
現
物
Ｅ
Ｔ
Ｆ
11
本
が
上
場
し
、
世
界
的
に
注
目
を
集
め

た
。
ま
た
、
米
国
以
外
の
国
・
地
域
に
お
い
て
も
、
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
や
そ
の
他
の
暗
号
資
産
の
価
格

に
連
動
す
る
投
資
商
品
が
上
場
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
他
方
、
日
本
に
お
い
て
は
現
在
、
暗
号
資
産
Ｅ

Ｔ
Ｆ
を
組
成
し
た
り
、
証
券
会
社
等
が
取
り
扱
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
、
暗
号
資

産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
現
行
法
上
の
取
り
扱
い
や
足
元
の
動
向
、
制
度
整
備
に
向
け
た
論
点
に
つ
い
て
概
説
す
る
。

暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
特
性

　

暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
（
上
場
投
資
信

託
）
と
し
て
主
に
想
定
さ
れ
て
い
る

の
は
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
（
Ｂ
Ｔ
Ｃ
）

や
イ
ー
サ
リ
ア
ム
（
Ｅ
Ｔ
Ｈ
）
の
よ

う
に
時
価
総
額
が
大
き
く
流
動
性
の

高
い
暗
号
資
産
の
価
格
指
標
に
連
動

す
る
仕
組
み
の
も
の
で
あ
る
（
指
標

連
動
型
）。
連
動
さ
せ
る
方
法
と
し

て
は
、
現
物
保
有
や
先
物
取
引
、
他

国
で
上
場
す
る
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の

保
有
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

　

Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
一
般
的
な
特
徴
と
し
て
、

証
券
取
引
所
に
お
い
て
セ
カ
ン
ダ
リ

ー
取
引
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
取
引
（
設
定
・
償

還
）
に
よ
り
、
対
応
す
る
現
物
資
産

と
の
裁
定
取
引
が
行
わ
れ
る
と
い
う

点
が
あ
る
。
設
定
に
は
現
金
設
定
型

と
現
物
設
定
型
が
、
償
還
に
は
現
金

償
還
型
と
現
物
交
換
型
が
そ
れ
ぞ
れ

あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
暗
号
資

産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
も
同
様
で
あ
る
。

　

Ｅ
Ｔ
Ｆ
は
広
義
の
投
資
信
託
で
あ

る
た
め
、
ス
キ
ー
ム
と
し
て
は
信
託

な
ど
を
用
い
る
「
契
約
型
」
と
、
法

人
格
の
あ
る
「
会
社
型
」
が
あ
る
。

国
内
で
組
成
さ
れ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
は
契
約

型
で
あ
り
、
投
資
信
託
お
よ
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
投
信

法
）
に
基
づ
く
委
託
者
指
図
型
投
資

信
託
（
以
下
、
投
資
信
託
）
と
、
信

託
法
に
基
づ
く
受
益
証
券
発
行
信
託

の
二
つ
が
あ
る
。
他
方
、
外
国
の
Ｅ

Ｔ
Ｆ
に
は
会
社
型
も
あ
り
得
る
。

　

２
０
２
４
年
１
月
に
米
国
で
上
場

し
た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
現
物
Ｅ
Ｔ
Ｆ
は

い
ず
れ
も
現
金
設
定
・
現
金
償
還
型
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暗号資産ＥＴＦの実現への論点

で
あ
る
が
、
一
部
銘
柄
に
つ
い
て
は

現
物
設
定
・
現
物
交
換
を
導
入
す
る

動
き
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

デ
ラ
ウ
ェ
ア
制
定
法
信
託
と
し
て
組

成
さ
れ
て
お
り
、
契
約
型
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
現
行
法
に
お
け
る

取
り
扱
い

　

日
本
法
に
お
け
る
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ

Ｆ
の
取
り
扱
い
は
若
干
複
雑
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
暗
号
資
産
の
現
物
ま
た
は

先
物
取
引
に
よ
り
運
用
す
る
暗
号
資

産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
を
投
資
信
託
と
し
て
組
成

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
投

信
法
上
、
投
資
信
託
は
、
主
に
（
有

価
証
券
な
ど
の
）「
特
定
資
産
」
に

対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
も
の

と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
暗
号
資
産
ま

た
は
暗
号
資
産
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

に
係
る
権
利
は
特
定
資
産
に
該
当
し

な
い
た
め
で
あ
る
。

　

次
に
、
外
国
の
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ

で
運
用
す
る
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
場

合
、
投
資
対
象
で
あ
る
外
国
の
暗
号

資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
は
特
定
資
産
（
有
価
証

券
）
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
に
暗
号

資
産
と
同
等
の
性
格
を
有
す
る
。
金

融
庁
は
監
督
指
針
に
お
い
て
、
金
融

商
品
取
引
業
者
等
に
対
し
て
こ
の
よ

う
な
投
資
信
託
の
組
成
お
よ
び
販
売

を
禁
止
し
て
い
る
。

　

他
方
、
受
益
証
券
発
行
信
託
に
つ

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
法
令
や
監
督

指
針
に
よ
る
制
約
は
な
い
。
し
か
し
、

筆
者
の
把
握
す
る
限
り
、
監
督
当
局

と
し
て
は
、
現
行
法
下
で
こ
の
ス
キ

ー
ム
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消

極
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。

　

外
国
法
に
基
づ
き
組
成
さ
れ
た
暗

号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
組
み
に
照
ら

し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
制
定
法
信

託
を
用
い
た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
現
物
Ｅ

Ｔ
Ｆ
の
場
合
、
そ
の
主
た
る
投
資
対

象
が
Ｂ
Ｔ
Ｃ
で
あ
る
以
上
、「
投
資

信
託
に
類
す
る
も
の
」
と
は
い
え
ず
、

投
信
法
上
の
「
外
国
投
資
信
託
」
に

は
該
当
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
と
、
そ
の
受
益
権
は
、
外
国
受

益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

会
社
型
の
場
合
に
は
、
同
様
の
理

由
に
よ
り
投
信
法
上
の
「
外
国
投
資

法
人
」
に
は
該
当
し
な
い
と
す
る
と
、

そ
の
発
行
す
る
証
券
は
外
国
株
券
や

外
国
社
債
券
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
場

合
、
発
行
・
継
続
開
示
規
制
上
は
企

業
金
融
型
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
と

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
筆
者
の
把
握
す

る
限
り
、
監
督
当
局
と
し
て
は
、
現

行
法
下
で
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が

外
国
の
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
を
取
り
扱

う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
消
極
的
な
考

え
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。

国
内
組
成
を
後
押
し
す
る

動
き
が
官
民
で
活
発
に

　

こ
う
し
た
な
か
、
昨
年
４
月
に
自

由
民
主
党
か
ら
公
表
さ
れ
た｢

ｗ
ｅ

ｂ
３
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
２
０
２

４｣

（
注
１
）
に
お
い
て
は
、
暗
号
資

産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
に
関
し
て
図
表
１
の
よ
う

な
指
摘
・
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
の
関
連
す
る
動
き
と
し
て
、

金
融
庁
は
24
事
務
年
度
金
融
行
政
方

針
で
、
暗
号
資
産
に
関
連
す
る
制
度

の
在
り
方
等
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て

検
討
す
る
旨
を
表
明
し
て
お
り
、
今

年
６
月
ま
で
を
目
標
と
し
て
進
め
ら

れ
て
い
る
。

　

民
間
側
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ

ー
を
踏
ま
え
て
、
暗
号
資
産
交
換
業

者
や
証
券
会
社
、
資
産
運
用
業
者
、

信
託
銀
行
、
法
務
・
税
務
の
専
門
家

な
ど
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
国
内
暗

号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
勉
強
会
」
に
お
い
て

検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
昨
年
10

月
に
は
、
参
加
メ
ン
バ
ー
一
同
の
名

義
で
「
国
内
に
お
け
る
暗
号
資
産
Ｅ

Ｔ
Ｆ
等
の
組
成
等
に
向
け
た
提
言
」

が
公
表
さ
れ
た
。
提
言
の
概
要
は
図

表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

昨
年
12
月
に
は
、
自
由
民
主
党
か

ら
公
表
さ
れ
た
緊
急
提
言
（
注
２
）

に
て
、
暗
号
資
産
に
つ
い
て
、
①
申

告
分
離
課
税
、
②
規
制
の
枠
組
み
等
、

③
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
観

点
か
ら
提
言
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
う

ち
②
の
観
点
か
ら
は
、「
暗
号
資
産

取
引
の
振
興
や
分
離
課
税
へ
の
道
を

拓
く
と
の
観
点
か
ら
、
利
用
者
保
護

に
留
意
し
つ
つ
、
暗
号
資
産
の
一
部

を
金
融
商
品
と
し
て
法
的
に
位
置
付

け
、
金
融
商
品
取
引
法
の
規
制
対
象

と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
明

記
さ
れ
た
。
加
え
て
、「
こ
う
し
た

投
資
対
象
と
し
て
の
位
置
付
け
の
整

理
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
暗
号
資
産
を

Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
も
検
討
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ

る
」
と
さ
れ
た
。

　

昨
年
12
月
20
日
付
で
公
表
さ
れ
た

25
年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱
に
お
い

て
は
、
暗
号
資
産
取
引
に
係
る
課
税

金融財政事情 2025． 2．2529



に
つ
い
て
見
直
し
を
検
討
す
る
前
提

と
し
て
、「
一
定
の
暗
号
資
産
を
広

く
国
民
の
資
産
形
成
に
資
す
る
金
融

商
品
と
し
て
業
法
の
中
で
位
置
づ
け
、

上
場
株
式
等
を
は
じ
め
と
し
た
課
税

の
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
他
の
金

融
商
品
と
同
等
の
投
資
家
保
護
の
た

め
の
説
明
義
務
や
適
合
性
等
の
規
制

な
ど
の
必
要
な
法
整
備
を
す
る
と
と

も
に
、
取
引
業
者
等
に
よ
る
取
引
内

容
の
税
務
当
局
へ
の
報
告
義
務
の
整

備
等
を
す
る
こ
と
」
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

今
年
１
月
31
日
の
衆
議
院
予
算
委

員
会
に
お
け
る
加
藤
勝
信
財
務
・
金

融
担
当
相
の
答
弁
で
は
、
金
融
庁
に

お
い
て
、
与
党
税
制
改
正
大
綱
を
踏

ま
え
、
今
年
６
月
ま
で
を
目
標
に
暗

号
資
産
に
関
す
る
制
度
の
検
証
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
、
24
年
秋
か
ら

外
部
有
識
者
に
よ
る
勉
強
会
を
開
催

し
て
い
る
旨
が
述
べ
ら
れ
た
。
加
え

て
、
こ
の
検
証
結
果
と
大
綱
を
踏
ま

え
て
、
税
制
面
も
含
め
必
要
な
対
応

を
し
て
い
き
た
い
旨
も
示
さ
れ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
今
後
の
一

つ
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、
今
年
６
月

ま
で
に
暗
号
資
産
（
の
一
部
）
に
つ

い
て
、
金
融
商
品
取
引
法
上
の
投
資

対
象
と
し
て
の
規
制
を
導
入
す
る
方

向
で
金
融
庁
か
ら
検
討
結
果
が
示
さ

れ
た
上
で
、
法
改
正
の
進
行
に
合
わ

せ
、
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
実
現
に
向

け
た
制
度
整
備
と
、
個
人
所
得
課
税

に
お
け
る
現
物
取
引
を
申
告
分
離
課

税
の
対
象
と
す
る
税
制
改
正
が
進
む

こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

法
令
レ
ベ
ル
で
も
多
数
あ
る 

制
度
整
備
に
お
け
る
課
題

　

暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
国
内
組
成
の

た
め
に
は
、
法
令
レ
ベ
ル
で
も
取
引

所
レ
ベ
ル
で
も
制
度
整
備
が
必
要
と

な
る
。
以
下
で
は
、
法
令
レ
ベ
ル
の

制
度
整
備
に
お
け
る
課
題
を
い
く
つ

か
取
り
上
げ
る
。

　

前
提
と
し
て
、
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ

の
組
成
に
当
た
っ
て
想
定
さ
れ
て
い

る
ス
キ
ー
ム
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、

国
内
の
多
く
の
Ｅ
Ｔ
Ｆ
と
同
様
に
投

資
信
託
を
用
い
る
「
投
信
ス
キ
ー

ム
」。
も
う
一
つ
は
、
国
内
の
既
存

の
商
品
現
物
型
Ｅ
Ｔ
Ｆ
と
同
じ
く
受

益
証
券
発
行
信
託
を
用
い
た
「
Ｊ
Ｓ

ス
キ
ー
ム
」
で
あ
る
。

　

投
信
ス
キ
ー
ム
の
場
合
、
投
信
法

上
の
「
特
定
資
産
」
の
定
義
が
制
約

と
な
っ
て
い
る
。
政
令
に
よ
っ
て
特

定
資
産
に
暗
号
資
産
や
暗
号
資
産
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
を
追

〔図表１〕 暗号資産ＥＴＦに関するホワイトペーパーの指摘（一部）

（ウェブ３の推進に向けてただちに対処すべき論点）
・ 暗号資産の取引により生じた損益について、20％の税率による申告分離課税の対象とすることを
提言するに際し、暗号資産を原資産としたＥＴＦについて分離課税の対象とするのであれば、暗
号資産取引から生じた所得も同様に分離課税の対象とすべき必要性は高い旨を指摘

（ウェブ３のさらなる発展を見据え議論を開始・深化すべき論点）
・ ＢＴＣその他の暗号資産を投資信託（ＥＴＦを含む）の投資対象とすることの妥当性や是非（投
資を容易にすることが必要な資産といえるか）を検討すべき
・ 仮に暗号資産現物ＥＴＦの日本での組成や販売を望むのであれば、関連業界が連携した上で、論
点を整理するとともに、投資を容易にすることが必要な資産としての国民的理解を醸成するため
の取り組みを検討した上で、必要な法改正等の提言を行うことが望ましい

（出所） 　自民党デジタル社会推進本部web3プロジェクトチーム「web3ホワイトペーパー 2024 ～新たなテクノロジーが社会基
盤となる時代へ～」から筆者作成。

〔図表２〕 暗号資産ＥＴＦ等の組成等に向けた提言の概要

①  暗号資産ＥＴＦ等の組成等を可能とする諸制度の整備を進めるべき
②  暗号資産ＥＴＦ等および暗号資産の現物取引について申告分離課税とすべき
③  暗号資産ＥＴＦ等の組成等に係る議論の対象として主要な暗号資産（具体的にはＢＴＣとＥＴＨ）
を優先すべき

（出所） 　国内暗号資産ＥＴＦ勉強会参加メンバー一同「国内における暗号資産ＥＴＦの組成等に向けた提言」から筆者作成。
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暗号資産ＥＴＦの実現への論点

加
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
範
囲
を
制

限
す
る
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
制

限
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の

改
正
は
、
投
信
ス
キ
ー
ム
の
暗
号
資

産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
以
外
の
フ
ァ
ン
ド
商
品
の

取
り
扱
い
に
影
響
す
る
こ
と
に
留
意

を
要
す
る
（
注
３
）。

　

加
え
て
、
投
信
ス
キ
ー
ム
の
場
合
、

投
資
信
託
は
金
銭
信
託
が
原
則
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
現
物
設
定
ま
た
は
現

物
交
換
を
許
容
す
る
に
は
、
政
令
で

例
外
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

資
産
運
用
と
し
て
暗
号
資
産
へ
の

投
資
を
行
う
事
業
を
ど
の
よ
う
に
規

制
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
論
点
と
な

る
。
例
え
ば
、
投
信
ス
キ
ー
ム
の
場

合
、
委
託
会
社
に
は
金
商
法
上
の
投

資
運
用
業
規
制
が
及
ぶ
と
考
え
ら
れ

る
が
、
現
行
の
規
制
で
十
分
か
は
検

討
を
要
し
よ
う
。
現
状
、
金
融
庁
が

公
表
す
る
見
解
と
し
て
は
、
暗
号
資

産
へ
の
投
資
を
行
う
投
資
事
業
有
限

責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
、
ま

た
は
投
資
フ
ァ
ン
ド
か
ら
一
任
を
受

け
て
暗
号
資
産
の
売
買
を
行
う
者
に

つ
い
て
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
に
該

当
す
る
可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
現
行
の
暗
号
資
産
交

換
業
規
制
に
お
い
て
、
資
産
運
用
業

務
を
想
定
し
た
規
制
が
定
め
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
を
契
機

に
、
暗
号
資
産
に
関
す
る
資
産
運
用

事
業
に
対
す
る
規
制
全
般
に
つ
い
て

見
直
し
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

両
ス
キ
ー
ム
に
お
い
て
、
信
託
の

受
託
者
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

信
託
兼
営
銀
行
の
規
制
も
問
題
と
な

る
。
信
託
兼
営
銀
行
は
、
暗
号
資
産

を
含
む
信
託
財
産
に
関
し
て
「
運
用

型
信
託
業
」
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

｢

管
理
型
信
託
業｣

の
み
が
許
容
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
受
託
者
で

あ
る
信
託
兼
営
銀
行
が
、
自
ら
の
裁

量
で
、
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
会
社
で
あ

る
委
託
者
の
指
図
に
従
っ
て
運
用
を

行
う
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
が
、
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る

暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
組
成
の
制
約
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
見
直
す
場

合
は
、
そ
も
そ
も
銀
行
グ
ル
ー
プ
に

お
い
て
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分

析
に
基
づ
く
投
資
判
断
を
行
う
投
資

一
任
業
務
や
自
己
運
用
業
務
が
許
容

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
の
整
合
性
に

も
留
意
を
要
し
よ
う
。

　

税
制
上
の
課
題
も
あ
る
。
Ｊ
Ｓ
ス

キ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
法
人
税
法
上

の
特
定
受
益
証
券
発
行
信
託
の
定
義

に
該
当
さ
せ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
、
そ
の
定
義
上
、
利
益
留
保

割
合
を
信
託
元
本
総
額
の
２
・
５
％

以
下
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
結

果
、
期
末
時
価
評
価
に
よ
る
含
み
益

に
つ
い
て
分
配
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
こ
れ
が
組
成
に
当
た
っ
て

の
制
約
と
な
っ
て
い
る
。

　

前
述
の
と
お
り
、
個
人
所
得
課
税

に
お
い
て
暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
に
つ
い

て
申
告
分
離
課
税
と
さ
れ
る
場
合
に
、

税
制
上
の
不
均
衡
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
と
い
う
問
題
も
残
さ
れ
て
い

る
。
現
状
、
暗
号
資
産
の
現
物
取
引

と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
は

総
合
課
税
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。

＊　

＊　

＊

　

暗
号
資
産
Ｅ
Ｔ
Ｆ
は
、
暗
号
資
産

へ
の
投
資
の
方
法
を
広
げ
る
新
た
な

投
資
商
品
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て

も
取
り
扱
い
が
可
能
に
な
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

本
稿
に
述
べ
た
も
の
以
外
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
あ
る
。
投
資
者
の
保

護
と
市
場
の
活
性
化
を
バ
ラ
ン
ス
よ

く
達
成
す
る
適
切
な
制
度
整
備
が
期

待
さ
れ
る
。

（
本
稿
の
う
ち
意
見
に
わ
た
る
部
分
は

著
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
著
者
が

現
在
所
属
し
、
ま
た
は
過
去
に
所
属
し

た
団
体
の
見
解
で
は
な
い
）

（
注
）１　

自
由
民
主
党
デ
ジ
タ
ル
社
会
推

進
本
部
ｗ
ｅ
ｂ
３
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
「
ｗ
ｅ
ｂ
３
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ

ー
２
０
２
４
〜
新
た
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
が
社
会
基
盤
と
な
る
時
代
へ
」

（
24
年
４
月
12
日
）

２　

自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
「
暗

号
資
産
を
国
民
経
済
に
資
す
る
資
産

と
す
る
た
め
の
緊
急
提
言
【
デ
ジ
タ

ル
社
会
推
進
本
部
・
金
融
調
査
会　

提
言
】」（
24
年
12
月
19
日
）

３　

例
え
ば
、
外
国
の
暗
号
資
産
Ｅ

Ｔ
Ｆ
の
外
国
投
資
信
託
・
外
国
投
資

法
人
該
当
性
や
非
上
場
の
投
資
信
託

に
お
け
る
暗
号
資
産
の
組
み
入
れ
の

可
否
な
ど
。

し
ば　

あ
き
ひ
ろ

05
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
06
年
同

法
科
大
学
院
中
退
。
07
年
弁
護
士
登

録
、
18
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士

登
録
。
11
〜
14
年
金
融
庁
総
務
企
画

局
企
業
開
示
課
出
向
（
市
場
課
、
企

画
課
調
査
室
、
信
用
制
度
参
事
官
室

を
併
任
）、
17
〜
18
年
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ

銀
行
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
支
店
出
向
。
暗

号
資
産
や
金
融
規
制
に
関
す
る
著
作

多
数
。
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